
自治基本条例を上手に使おう！自治基本条例を上手に使おう！
自治基本条例は，まちづくりのための有用な道具です。道具なので，上手に使えば，すば

らしいまちづくりが進みますが，ほったらかしでほこりをかぶっているようであれば，まちづくり
はうまくいかず，条例は意味のないものとなってしまいます。
自治基本条例を上手に使うか使わないか，それによって住みよいまちづくりが進むか進まな

いかは，村民次第，議会次第，行政（執行機関）次第。つまり，わたしたち次第です！
上手に使うためには，条例をよく知ることが大切。このパンフレットで，「いもジイ」が，おし

えてくれますよ。

東　海　村

みんなで

やろうよ
！

ふむふむ，
そういうことですか 身近なところから

始めてみるわ

ぼくにも
できる！私も

わかったわ！

自治基本条例を上手に使おう！

教えて　いもジイ

東海村自治基本条例
（平成24年10月1日施行）って

な～に？



自治基本条例は，「村民が主役のまちづくり」を目指すための「みんなのルール」
を定めたものです。東海村の「地域課題」にどのように対応していくか，また，誰
がどのような役割を担い，どの様な方法でまちづくりを進めていくか，など「自治
の在り方」を表しています。

村の他の条例や規則等を決めたり，改正等をしたりする場合は，この条例の内容と照らし合わせて見直しを行な
います。 第２条

例えば

暮らしを支える
これらすべてを
よりよくすることが
『まちづくり』だよ！

そして，『みんなに身近なまちづくり』には，
例えばこんなものがあるよ！

建物・道路・公園など，
見える部分

文化・伝統・人と人のつながり
など，見えにくい部分

選挙で，
村長や議員を選ぶ

役場のアンケートに
答えたり，講座に
参加する

資源回収や
ごみゼロ運動に
参加する

通学路で，地域の
子どもたちを見守る

広報とうかいを
読んだり，村ホーム
ページを見る

自治会活動に
参加する

地域で支え合う
活動を行う

ホタルなど自然を
守る活動に参加する
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本村の歴史，地理的位置，自然環境等の
紹介や条例制定の背景，目指す理想の姿
などが書かれているんだよ！

みんなの願い（目的）を実現していくために，まちづくりでは，
次の４つのことを考えながら進めていくんだよ！！
そのためには，４つのポイント（原則）があるんだよ！

前 文

第４・５条

第１条

「村民が主体のまちづくり」を
協働して推進します

生活全般に関わる
全てのことに関して，

安全・安心して生活できる
ようなまちづくり

男女が地域社会の対等な
構成員として，主体的に
地域社会に参画することが
できるようなまちづくり

未来を担う子どもたちの
健全育成を視野に入れた

まちづくり

美しく住みよい東海村を
未来に継承するため
生活環境や自然環境に
配慮したまちづくり

村民が主体的に
まちづくりを推進
することが大切です。

それぞれが村政に関する
情報を共有することが

大切です。

自助・共助・公助等
役割分担も必要に
なってきます。

積極的に村政に
関わっていくと同時に

責任ある行動が必要です。

みんなの
願い（目的）は
これだね！

誰もが協働し参画できる，
村民による自治を
実現したいんだよ！

誰もが協働し参画できる，
村民による自治を
実現したいんだよ！

「村民自らが考え，自らが決め，そして
    自らが責任を持って行動できるよう」

安全・安心 男女共同参画 子どもたちの
健全育成 環境への配慮

４つのポイント（原則）

村民主体の原則 情報共有の原則 補完性の原則参画と協働の原則
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第６条

●まちづくりに参画することができます。
●村政に関する計画や政策の着想段階
　から参画することができます。
●村が保有する情報の公開を求めること
　ができます。

第 12条

●村民の意思の的確な反映に努めます。
●村の執行機関の監視，評価，行政運営の確保に
　努めます。
●政策立案・提言のための調査研究に努めます。

第 13条

●村民との情報の共有に努めます。
第 16条

●公正かつ誠実な村政運営に努めます。
●村の計画及び政策の策定，実施，
　評価等を行います。

第 17条

●事務の適正な管理，執行をします。
●最小の経費で最大の行政効果を
　上げるよう運営します。
●職員の能力の向上を図ります。

第 14条

●公正中立な職務の遂行とともに
　円滑かつ効率的な議会運営に努めます。

第 15条

●村民全体の利益を優先した政策提言を行います。
●公正かつ誠実な責務の遂行をします。
●自己研鑽に努めます。

第８条

●地域社会との調和を図るとともに，
　暮らしやすい地域社会の実現に寄与します。

第７条

●村と協働して地域社会を発展させます。
●お互いの活動を尊重します。
●自分の行動と発言に責任をもちます。

村 民

議 会 役 場
（執行機関）

まちづくりは，住民だけでなく自
治会やNPO，事業者など，いろ
んな人たちの力をあわせることが
必要だよ。だから，東海村への通
勤・通学者の他，東海村に何らか
の関わりがある団体も「村民」に
含めているんだよ。

選挙で選ばれた
議員さんによって
構成されているよ。

村長・村職員の他，
教育委員会や選挙管理委員会などの

各種委員会も含まれるよ。

村民の権利 事業者等の役割

村民の役割

村長の責務

執行機関の責務

議会の責務

議会運営

議会議長の責務

議会議員の責務
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第９条

●村民は，村民組織を尊重し，守り育てます。
●村は，必要な支援を行います。

第 10条

●村は，地域自治の確立に向け一層の推進に
　取り組みます。

●住民は，積極的に自治会に加入し，可能な分野で持てる能力を発揮することが
　できます。
●自治会は，住民への加入促進に向け，村と協働して必要な環境づくりに努めます。
●村は，自治会活動に対して必要な支援を行います。

第 18条

●村の執行機関は，村政全般について村民に
　わかりやすく説明します。
●村の執行機関は，村民からの質問等があった
　場合，その対応の仕方について速やかに，かつ
　誠実にこたえます。

第 20条

●村の執行機関は，財政の健全化の確保に
　努めます。
●村の執行機関は，財政に関する情報を村民に
　わかりやすく公表します。

第 22条

●村は，村民と協働して村政運営を行います。
●村は，協働の考え方や役割分担を明確にし
　相互理解，信頼関係を構築します。

第 19条

●村の執行機関は，村政運営の目標と成果を
　明らかにするとともに，財源や人員の効率的
　活用を図ります。
●村の執行機関は，施策等の評価結果を公表
　します。

第 21条

●村の執行機関の職員は，村民のために公平，
　公正かつ誠実に職務を遂行します。
●村の執行機関の職員は，職務の遂行に必要な
　知識と能力の向上に努めます。

第 23条

●村は，災害等に備え，地域防災計画等を策定
　するとともに，体制整備を図り，村民への情報
　提供や防災訓練を行います。
●村は，災害等に備え，村民及び関係機関との
　協力，連携及び相互支援を図ります。
●村民は，災害等の発生時において，自助努力を
　するとともに，相互に協力して対応します。こんなことが

書いてあるんだよ !!

※12～ 17条は前ページに書いてあります

村民組織の尊重 地域自治の推進

自治会活動の推進

説明責任

財政経営の基本

協働して行う村政運営

行政評価

村の執行機関の職員の責務

危機管理

第 11条
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第 24条

●村は，重要な計画等の策定又は変更について事前に案を公表し，村民の意見を求めます。
●村は，村民から提出された意見を尊重し，必要に応じて案の改正を行い，その結果を公表します。

第 25条

●村は，公募の委員も加え，男女比，年齢・地域
　構成等も配慮して委員会の委員の委嘱をします。

第 27条

●村は，個人情報に関する権利を保障すると
　ともに，適正に管理します。

第 26条

●村は，村政についての情報を適切かつ
　速やかに公開します。

第 28条

●村は，この条例の理念に基づき総合計画を
　定め，村政運営を行います。
●村は，総合計画等の策定に当たっては
　村民参画の機会を保障します。

第 29条

●村長は，議会の議決を経て住民投票を実施
　することができます。
●村は，住民投票の結果を尊重します。
●住民投票を行うときは，その都度（投票の
　できる人，投票結果の取り扱いなど）条例を
　別に定めます。

第 31条

●村長は，この条例の実効性を確保するため，
　推進委員会を設置します。
●推進委員会（委員数や任期など）については，
　別の要項で定めます。

第 30条

●住民のうち選挙権がある人は，住民投票を
　規定した条例の制定を村長に請求することが
　できます。 　　　　　　  [ 地方自治法第 74 条 ]
●村議会議員は，住民投票を規定した条例を
　発議することができます。
　　　　　　　　　　　   [ 地方自治法第 112 条 ]

第 32条

●村は，必要に応じ条例の見直しを行います。

みんなで力をあわせて
東海村をつくって
いくんだね !!

自治会や各種団体等で5名以上の方を対象に現在実施して
いる「まちづくり出前講座（原則無料）」の一つのメニューと
して，職員を派遣いたしますので是非御活用ください。

詳しくは自治推進課自治推進担当
電話 029-282-1711　内線1272 まで

村民意見の公募

委員会等の委員の委嘱等

個人情報の保護

情報の公開

総合計画等

住民投票

自治基本条例推進委員会の設置

住民投票の発議・請求

条例の見直し

自治基本条例に関する説明等について
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東海村自治基本条例
目次

前文

第１章　総則（第１条―第５条）

第２章　村民の権利と役割（第６条―第８条）

第３章　地域自治（第９条―第11条）

第４章　村議会の責務（第12条―第15条）

第５章　村の執行機関の責務（第16条―第21条）

第６章　村政運営（第22条―第28条）

第７章　住民投票（第29条・第30条）

第８章　自治基本条例推進委員会（第31条）

第９章　条例の見直し（第32条）

附則

前文

私たちのまち東海村は，昭和30年（1955年）に村松村と石神村が合併

して誕生しました。悠々とした久慈川の流れ，白い砂青い松林，その眼前

には太平洋が果てしなく広がる自然に恵まれた美しいまちです。また，日

本の原子力発祥の地として科学技術と伝統的文化が融合する活気あるまち

でもあります。

私たちは，「分権型社会，少子高齢化，高度情報化時代」の到来により，

社会構造が大きく転換しようとしている今，確固たるまちづくりを未来へ

引き継がなければなりません。

そのためには，「村民自ら考え，自らが決め，そして自らが責任を持っ

て行動する」地方自治の精神に則り，誰もが協働し参画できる村民による

自治を実現しなければなりません。

私たちは，この地方自治の精神を基本理念として，誇りを持って安全・

安心して暮らせるまちづくりを推進するため，ここに，新たな自治の規範

を定める「東海村自治基本条例」を制定します。

第１章　総則
（目的）

第１条　この条例は，本村の自治の基本的な原則並びにまちづくりに関す

る村民，村議会及び村の執行機関の役割を明らかにするとともに，地域

自治及び村政運営についての基本的な事項等を定めることにより，村民

が主体のまちづくりを協働して推進することを目的とします。

（条例の位置付け）

第２条　この条例は，本村自治の基本原則及びまちづくりに関する基本的

な原則を定めた最高規範であり，村民及び村は，この条例を誠実に遵守

するものとします。

２　村は，この条例の内容に即して，他の条例，規則等の制定及び改廃に

当たり，整合性を図るものとします。

（用語の定義）

第３条　この条例において使用する用語の意義は，次のとおりとします。

（１）　住民　村内に住んでいる人をいいます。

（２）　事業者等　村内で働き，又は学ぶ人及び村内で事業を営む，又は

活動する個人若しくは法人その他の団体をいいます。

（３）　村民　住民及び事業者等をいいます。

（４）　村民組織　村民により自主的に形成され，まちづくりのために，

互いに協力し，多様な活動を行う組織をいいます。

（５）　村　村議会及び村の執行機関で構成する地方公共団体をいいます。

（６）　村の執行機関　村長，教育委員会，選挙管理委員会，監査委員，

農業委員会，固定資産評価審査委員会をいいます。

（７）　まちづくり　まちを活気のある明るく住みよくするための事業や

活動をいいます。

（８）　自治　村民が村政に参画し，その意思と責任に基づき村政が行わ

れることのほか，地域の公共的活動を自ら担い，主体的にまちづく

りを推進することをいいます。

（９）　協働　まちづくりのために，村民と村とが情報を共有し，それぞ

れの役割を担いながら対等の立場で協力し，共に考え行動すること

をいいます。

（10）　自治会　一定の地域的区画内における生活環境の課題解決又は

共通利益の実現に向け，地域を代表しつつ，地域の管理にあたる村

民組織をいいます。

（11）　地域自治　前号に掲げる自治会の区域内において，自治会が自主的

及び自立的に活動し，地域のまちづくりを推進することをいいます。

（まちづくりの基本的な考え方）

第４条　村民及び村は，次に掲げるまちづくりを推進するものとします。

（１）　安全・安心して暮らせるまちづくり

（２）　男女共同参画社会を実現するまちづくり

（３）　未来を担う子どもたちの健全育成を図るためのまちづくり

（４）　美しく住み良いまちを未来に継承するための環境に配慮したまち

づくり

（自治の基本原則）

第５条　村民及び村は，村民の幸せのため，次に掲げる基本原則に基づき，

協働して自治を推進するものとします。

（１）　村民主体の原則　まちづくりの主体は，村民であること。

（２）　情報共有の原則　村政に関する情報を共有すること。

（３）　参画と協働の原則　村民が積極的に村政に参画し，村民同士又は

村と協働して，より責任のある役割を担うこと。

（４）　補完性の原則　自助・共助・公助の考え方に基づき，村民と村が，

それぞれの役割分担のもとに協働すること。

第２章　村民の権利と役割
（村民の権利）

第６条　村民は，平和で良好な環境の下で，自由及び幸福の追求に対する

権利が保障され，自己実現を図ることができるほか，次に掲げる権利を

有します。

（１）　まちづくりの主体として，まちづくりに参画すること。

（２）　村政に関する計画や政策の着想段階から参画すること。

（３）　村政についての情報を知る権利を有し，村に対し，村が保有する

情報の公開を求めること。

（村民の役割）

第７条　村民は，まちづくりの主体として，次に掲げる役割を担うものと

します。

（１）　村と協働して，地域社会の発展に寄与すること。

（２）　互いの活動を尊重すること。

（３）　自らの行動と発言に責任を持つこと。

（事業者等の役割）

第８条　事業者等は，地域社会の一員として，地域社会との調和を図ると

ともに，暮らしやすい地域社会の実現に寄与するものとします。

第３章　地域自治
（村民組織の尊重）

第９条　村民は，村民組織がまちづくりを推進する主要な担い手であるこ

とを認識し，村民組織を尊重し，守り育てるものとします。

２　村は，村民組織の自主性及び自立性を尊重し，必要な支援を行います。

（地域自治の推進）

第10条　村は，地域の特性と自主性が生かされた，個性豊かで魅力ある

地域のまちづくりを実現するため，自治の基本原則に基づき，地域自治

の確立に向け，一層の推進に取り組みます。

（自治会活動の推進）

第11条　住民は，地域社会の一員として，自治会の役割について理解す

るとともに，積極的に自治会に加入し，可能な分野で持てる能力を発揮

することができるものとします。

２　自治会は，住民への加入促進に向け，村と協働して必要な環境づくり

に努めます。

３　村は，自治会の主体性及び自主性を尊重し，自治会活動に対して，必

要な支援を行います。

第４章　村議会の責務
（村議会の責務）

第12条　村議会は，村民の代表機関として，村の意思決定機関であり，

法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより議決の権

限を行使し，村民の意思が的確に反映されるよう努めます。

２　村議会は，村の執行機関の活動を監視し，評価することにより，適正

7



な行政運営の確保に努めます。

３　村議会は，政策の立案，提言の内容の充実を図るための調査研究活動

に努めます。

（開かれた議会運営）

第13条　村議会は，村議会が保有する情報を公開するとともに，会議及

び委員会等を積極的に公開し，並びに議会活動について村民に説明する

ことにより，村民との情報の共有に努めます。

（村議会議長の責務）

第14条　村議会議長は，村議会を代表し，公正中立に職務を遂行すると

ともに，円滑かつ効率的な議会運営に努めます。

（村議会議員の責務）

第15条　村議会議員は，村民の意向把握や情報収集に努め，村民全体の

利益を優先して政策提言を行います。

２　村議会議員は，政治倫理の確立に努め，公正かつ誠実に責務を遂行し，

村民の信託にこたえます。

３　村議会議員は，村議会の責務を自覚し，その誠実な遂行のため自己研

鑽に努めます。

第５章　村の執行機関の責務
（村長の責務）

第16条　村長は，村の代表者として村民の信託にこたえ，公正かつ誠実

に村政を運営します。

２　村長は，この条例の理念に基づき，村の計画及び政策の策定，実施，

評価等を行います。

（村の執行機関の責務）

第17条　村の執行機関は，条例，予算その他の議会の議決に基づく事務

及び法令，規則その他の規程に基づく事務を適正に管理し，執行します。

２　村の執行機関は，行政組織について効率的かつ機能的なものとすると

ともに，相互の連携を図り，最小の経費で最大の行政効果を上げるよう

運営します。

３　村の執行機関は，職員を適切に指揮監督し，職員の能力の向上を図り

ます。

（説明責任）

第18条　村の執行機関は，村政に関する施策について，その立案，実施

及び評価の各段階において，村民に分かりやすく説明します。

２　村の執行機関は，村民からの村政に関する質問，意見，要望等に対し，

速やかに，かつ，誠実にこたえます。

（行政評価）

第19条　村の執行機関は，効率的かつ効果的に村政運営を推進するため，

常に村政運営の目標と成果を明らかにするとともに，その達成度を検証

し，事業の効果的な選択及び質の向上並びに財源や人員の効率的活用を

図ります。

２　村の執行機関は，施策や事務事業の評価結果を公表し，村民から理解

が得られる村政運営を推進します。

（財政経営の基本）

第20条　村の執行機関は，中長期的な視点に立って，計画的な財政経営

を図るとともに，効率的かつ効果的な行政運営を行うことにより，財政

の健全化の確保に努めます。

２　村の執行機関は，毎年度の予算及び決算その他財政に関する情報を，

村民に分かりやすく公表します。

（村の執行機関の職員の責務）

第21条　村の執行機関の職員は，村民のために，公平，公正かつ誠実に

職務を遂行します。

２　村の執行機関の職員は，職務の遂行に必要な知識と能力の向上に努め

ます。

第６章　村政運営
（協働して行う村政運営）

第22条　村は，村政に関する計画や政策の着想段階から村民の参画を促

進し，村民と協働して村政運営を行います。

２　村は，村民との協働に当たっては，協働の考え方及び相互の役割分担

をあらかじめ明らかにし，相互理解及び信頼関係を構築します。

（危機管理）

第23条　村は，原子力事故による災害及び自然災害等に備え，地域防災

計画等を策定するとともに，これを担う体制を整備し，情報の収集と村

民への提供及び防災訓練を行います。

２　村は，原子力事故による災害及び自然災害等に備え，村民及び関係機

関との協力，連携及び相互支援を図ります。

３　村民は，原子力事故による災害及び自然災害等の発生時において，自

らを守る努力をするとともに，相互に協力して自らの果たす役割を認識

し，対応するものとします。

（村民意見の公募）

第24条　村は，重要な計画及び政策の策定又は変更について事前に案を

公表し，村民の意見を求めます。

２　村は，村民から提出された意見を尊重し，必要に応じて案の改定を行

い，その結果を公表します。

（委員会等の委員の委嘱等）

第25条　村は，委員会等の委員として委嘱等をしようとするときは，原

則として公募の委員を加え，男女比率，年齢構成，地域構成等に配慮し，

村民の多様な意見を反映します。

（情報の公開）

第26条　村は，公正で開かれた村政の実現を図るため，村政についての

情報を適切かつ速やかに公開します。

（個人情報の保護）

第27条　村は，村民の個人情報に関する権利を保障するとともに，個人

情報を適正に管理します。

（総合計画等）

第28条　村は，この条例の理念に基づき，総合計画を定め，計画的な村

政運営を行います。

２　村は，総合計画その他村の施策の基本となる計画策定に当たっては，

村民参画の機会を保障します。

第７章　住民投票
（住民投票）

第29条　村長は，村政の特に重要な事項について，直接住民の意思を確

認する必要があるときは，村議会の議決を経て住民投票を実施すること

ができます。

２　村は，住民投票の結果を尊重します。

３　住民投票を行うときは，その都度投票できる人，投票結果の取り扱い

などを規定した条例を別に定めます。

（住民投票の発議・請求）

第30条　住民のうち選挙権がある人は，地方自治法（昭和22年法律第67

号。以下「法」という。）第74条の規定により，住民投票を規定した条

例の制定を村長に請求することができます。

２　村議会議員は，法第112条の規定により，住民投票を規定した条例を

発議することができます。

第８章　自治基本条例推進委員会
（自治基本条例推進委員会の設置）

第31条　村長は，この条例の実効性を確保するため，自治基本条例推進

委員会（以下「推進委員会」といいます。）を設置します。

２　推進委員会に関し必要な事項は，別に定めます。
第９章　条例の見直し
（条例の見直し）

第32条　村は，この条例が常に社会の変化に対応したものであるか検証

し，必要に応じ，この条例を改正します。

附　則
　この条例は，平成24年10月１日から施行します。

平成25年３月発行

東海村総合政策部自治推進課
〒319－1192
茨城県那珂郡東海村東海三丁目７番１号
電話　029（282）1711　内1272
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